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12月

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

14
ペ
ー
ジ
）

【
応
急
軽
度
家
事
援
助
事
業
】

容
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
が
、
本

人
ま
た
は
介
護
者
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
に
よ

っ
て
一
時
的
な
生
活
支
援
が
必
要
な
場
合
、

家
事
援
助
員
を
派
遣　

対
市
民
税
非
課
税

の
概
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
な
ど　

※
本
年
度
は
対
象
者
が
変
更
に
な

っ
て
い
ま
す
。
料
30
分
あ
た
り
80
円
（
1

カ
月
11
時
間
以
内
）

【
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
】

容
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
宿
泊
し
、
生
活
習

慣
な
ど
の
指
導
、
体
調
の
調
整
を
図
る
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る　

▽
利
用
施
設
：
養

護
老
人
ホ
ー
ム
鳥
取
市
な
ご
み
苑（
的
場
二

丁
目
1
）　

▽
利
用
日
数
：
年
21
日
ま
で　

対
生
活
機
能
の
低
下
が
認
め
ら
れ
、
要
介

護
・
要
支
援
の
状
態
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る

高
齢
者（
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
は
除
く
）

で
、
家
事
な
ど
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
が
十

分
で
な
い
人（
家
族
介
護
者
の
心
身
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
の
利
用
も
可
）　

料
基
本
７
０
８
円
／
日（
1
泊
2
日
は
2

日
間
と
計
算
）、
朝
食
３
８
０
円
、
昼
食
・

夕
食
各
５
０
０
円

【
虐
待
高
齢
者
保
護
サ
ー
ビ
ス
】

容
虐
待
の
被
害
を
受
け
、
加
害
者
か
ら
離

れ
た
方
が
よ
い
高
齢
者
を
、
施
設
で
一
時
的

（
原
則
３
カ
月
）に
保
護　

対
生
命
に
危
機

が
認
め
ら
れ
る
虐
待
の
被
害
者
で
、
他
に
頼

る
べ
き
親
族
な
ど
が
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る

高
齢
者　

料
▽
基
本
料
：
３
カ
月
間
は
無

料
、
そ
れ
以
降
は
７
０
８
円
／
日　

▽
食

事
料
：
３
カ
月
間
は
、朝
食
１
９
０
円
／
食
、

昼
・
夕
食
各
２
５
０
円
／
食
、
そ
れ
以
降

は
朝
食
３
８
０
円
／
食
、
昼
・
夕
食
各
５

０
０
円
／
食

除
雪
応
援
隊
の
派
遣

容
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
で
除
雪

が
困
難
で
外
出
が
で
き
な
い
世
帯
の
孤
立
化

を
防
ぐ
た
め
、
地
域
に
お
け
る
除
雪
体
制
が

整
う
ま
で
の
間
、
市
職
員
で
編
成
し
た
除
雪

応
援
隊
を
派
遣　

対
①
災
害
時
要
援
護
者

支
援
制
度
に
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯　

②
災

害
時
要
援
護
者
に
準
ず
る
人
と
し
て
認
め
ら

れ
る
世
帯　

条
積
雪
量
が
50
㌢
以
上
で
あ

り
、
本
人
や
家
庭
、
地
域
で
除
雪
で
き
な
い

場
合
に
玄
関
か
ら
公
道
ま
で　

※
駐
車
場
の

除
雪
や
屋
根
の
雪
下
ろ
し
な
ど
は
行
い
ま
せ

ん
。　

募
電
話
に
て
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

※
受
付
時
間:

平
日
の
8:

30
～
15:

00

※
除
雪
実
施
は
、
申
込
日
の
翌
日
以
降
の
平

日（
午
前
中
）と
し
ま
す
。

※
積
雪
前
の
事
前
予
約
は
行
い
ま
せ
ん
。

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
１

駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

	

14
ペ
ー
ジ
）

家
族
介
護
者
の
集
い
　
　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
12
月
19
日
（
水
）
10:

00
～
12:

00　

所
駅
南
庁
舎	

地
下	

第
二
会
議
室
（
富
安
二

丁
目
）
対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関

心
の
あ
る
人　

容
工
作
「
ク
リ
ス
マ
ス
キ
ャ

ン
ド
ル
作
り
」　

▽
講
師
：
鳥
取
市
こ
ど
も

科
学
館
職
員　

料
５
０
０
円
（
材
料
費
）　

募
12
月
14
日
（
金
）
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

平
成
25
年
鳥
取
市
成
人
式

時
平
成
25
年
1
月
3
日（
木
）14:

00
～（
受

付
開
始
13:

00
）　

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館

梨
花
ホ
ー
ル　

対
平
成
４
年
4
月
2
日
～

平
成
５
年
4
月
1
日
に
生
ま
れ
た
人（
11
月

1
日
現
在
で
本
市
に
住
所
が
あ
る
人
に
案
内

状
を
送
付
い
た
し
ま
す
が
、
な
く
て
も
入
場

で
き
ま
す
。）

※
会
場
周
辺
道
路
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の

福
　
　
祉

で
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
余
裕
を
も
っ

て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
式
典
、
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
な
ど
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。

問
生
涯
学
習
課

	

０
８
５
７-

20-

３
３
６
３

新
年
市
民
合
同
祝
賀
会

時
平
成
25
年
1
月
4
日（
金
）
12:

00
～

13:

30　

所
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
鳥
取

（
今
町
二
丁
目
）　

料
１
５
０
０
円（
申
し

込
み
時
に
支
払
い
）　

募
12
月
３
日（
月
）

～
14
日（
金
）の
間
に
、
本
庁
舎
・
駅
南
庁

舎
総
合
案
内
、
本
庁
舎
総
務
課
、
各
総
合
支

所
地
域
振
興
課
の
い
ず
れ
か
ま
で

問
本
庁
舎
総
務
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
０
２

平
成
24
年
度「
因
州
和
紙
フ
ェ
ア
」

時
平
成
25
年
1
月
５
日（
土
）
12:

00
～

17:

00　
所
県
民
体
育
館
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ（
コ
カ
・

コ
ー
ラ
ウ
エ
ス
ト
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
）　

容
紙
漉
き
体
験
、
干
支
折
り
紙
体
験
、
シ

ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
版
画
体
験
、
第
８
回
因
州

和
紙
新
春
書
初
め
大
会
、
出
前
講
座
「
書
を

楽
し
も
う
！
」、
高
校
生
に
よ
る
書
道
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど　

料
入
場
・
体
験
は
無

料
、
書
初
め
大
会
は
５
０
０
円

問
因
州
和
紙
フ
ェ
ア
実
行
委
員
会
事
務
局

（
鳥
取
市
南
商
工
会
内
）

	

０
８
５
８-

85-

１
１
６
０

お
知
ら
せ
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消
防
出
初
め
式

時
平
成
25
年
１
月
13
日
（
日
）
9:

00
～

11:
30

所
鳥
取
西
高
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
久
松
公
園
お

堀
端
　
容
一
斉
放
水
、
は
し
ご
登
り
、
ま

と
い
と
古
式
ポ
ン
プ
操
法
な
ど

※
当
日
は
、
お
堀
端
周
辺
で
交
通
規
制
を
行

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
危
機
管
理
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
１
８

年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動 

12
月
11
日（
火
）〜
20
日（
木
）

ゆ
ず
り
合
う  

ゆ
と
り
と
笑
顔		

防
ぐ
事
故

【
運
動
の
重
点
】

●
高
齢
者
と
子
ど
も
の
交
通
事
故
防
止

●
飲
酒
運
転
の
根
絶

●
反
射
材
の
使
用
と
前
照
灯
の
早
期
点
灯
に

よ
る
交
通
事
故
防
止

●
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
と
す
べ
て
の
座
席
の

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
の
徹
底

問
本
庁
舎
協
働
推
進
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

第
３
回
鳥
取
市
新
春
健
康
マ
ラ
ソ
ン

時
平
成
25
年
1
月
3
日（
木
）10:

00
～

所
コ
カ
・
コ
ー
ラ
ウ
エ
ス
ト
ス
ポ
ー
ツ
パ

ー
ク　

容
コ
ー
ス
：
コ
カ
・
コ
ー
ラ
ウ
エ

ス
ト
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
陸
上
競
技
場
を
発
着

点
と
す
る
公
園
内
周
遊
コ
ー
ス　

①
フ
ァ
ミ

リ
ー
：
１
㌖
、
②
１
・
５
㌖
、
③
３
㌖
、
④

５
㌖　

※
小
学
生
は
①
ま
た
は
②
、
幼
児
は

①
の
み（
保
護
者
同
伴
）　

料
無
料　

受
当

日
9:

00
か
ら
会
場
に
て

※
雨
天
お
よ
び
積
雪
に
よ
り
、
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。当
日
の
問
い
合
わ
せ
は
、

８:

00
以
降
に
市
役
所（

	

０
８
５
７-

22-

８
１
１
１
）ま
で

問
第
二
庁
舎
体
育
課

	

０
８
５
７-

20-

３
３
７
１

小
学
生
ス
ポ
ー
ツ
全
国
大
会
出
場
補
助
金

対
平
成
24
年
４
月
１
日
～
平
成
25
年
３
月

31
日
の
間
に
、
日
本
体
育
協
会
加
盟
団
体
な

ど
が
主
催
す
る
全
国
大
会
に
選
手
と
し
て
出

場
ま
た
は
出
場
予
定
の
児
童
お
よ
び
そ
の
指

導
者　

額
１
人
当
た
り
１
年
に
つ
き
５
０

０
０
円
を
限
度　

募
12
月
３
日（
月
）～
25

日（
火
）　

※
詳
し
い
対
象
要
件
・
申
請
方

法
な
ど
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
第
二
庁
舎
体
育
課

	

０
８
５
７-

20-

３
３
７
１

年
末
年
始
列
車
ダ
イ
ヤ
の
お
知
ら
せ

　

12
月
31
日（
月
）～
平
成
25
年
1
月
3
日

（
木
）ま
で
は
曜
日
に
関
わ
ら
ず
、
米
子
支

社
管
内
す
べ
て
土
・
休
日
ダ
イ
ヤ
で
運
転
し

ま
す
。
平
日
ダ
イ
ヤ
と
は
運
転
時
刻
な
ど
が

異
な
る
の
で
、
ご
利
用
の
際
に
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
米
子
支
社	

輸
送
課

	

０
８
５
９-

32-

８
０
５
７

社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書
〜年末調整や確定申告に〜
1. 国民年金保険料は社会保険料控除の対象
　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市民税
などの社会保険料控除の対象になります。国民年金保
険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年 1
年間に納付（納付見込みを含む）した国民年金保険料
を証明する書類の添付が必要です。
2. 毎年 11 月初旬に送付
　1 年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）が、
日本年金機構から 11月初旬に送付されています。
　証明内容は、本年 1月から 10月 1日までに納付さ
れた国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場
合の納付見込額です。
　納付忘れがある場合も、年内に納付すれば、今年分
の控除として申告することができます。
３.2 月初旬に送付される場合
　年の途中から国民年金に加入した場合など、10月 2
日以降に本年初めて保険料を納付される人については、
翌年 2月初旬に同様の証明書が送付されます。
4. 扶養家族分も納付した場合
　国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、そ
の世帯の世帯主および配偶者も連帯して納付する義務
があります。ご家族の国民年金保険料を納付した場合
は、その納付額の全額が納付した人の所得税などの控
除対象となりますので、このような場合は、年末調整
などの手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算し
て申告してください。この場合は、ご家族分の証明書
も申告する人の申告書に添付する必要があります。
5. 過去の滞納分を納付した場合
　社会保険料控除の対象は、今年中に支払った保険料
のため、今から年末までに支払う保険料も控除の対象
になります。
　また、過去に滞納や免除期間がある人も、年末までに
保険料を支払えば、所得控除を受けることが可能です。
※税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不
慮の事故など万一のときにも心強い味方です。その
ためにも保険料は納め忘れのないようきちんと納め
ましょう。

問 	鳥取年金事務所	 	0857-27-8311

　固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税され
ます。12月31日までに家屋の全部または一部を取り壊
した場合、または事務所・店舗・倉庫から住宅に変わっ
たなど家屋の用途を変更した場合は、税額が変更され
る場合がありますので、早急に下記へご連絡ください。
問駅南庁舎固定資産税課	 	0857-20-3424

家 屋 の 取 り 壊 し ・ 用途 変 更
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